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児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
五
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
号

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
の
更
新
の
申
請
等
）

（
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
の
更
新
の
申
請
等
）

第
五
十
三
条

略

第
五
十
三
条

略

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号

四

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号
（
登
録
者
の
同
居
人
に
あ
っ
て

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

は
、
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

と
を
証
す
る
書
類

３

略

３

略

４

前
項
の
申
請
書
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は
、
次
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る
書
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を
添
付
し
な
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ば
な
ら
な

４

前
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の
申
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は
、
次
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げ
る
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添
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な

い
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い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号

四

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号
（
登
録
者
の
同
居
人
に
あ
っ
て

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

は
、
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

と
を
証
す
る
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


